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 診 断 書（成年後見制度用）  

１ 氏名                                         男・女 

        年   月   日生（    歳） 

  住所 

２ 医学的診断 

  診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。） 
 
 
 
  所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など） 
 
 
 
 
 
 

各種検査 
長谷川式認知症スケール     （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

ＭＭＳＥ            （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

脳の萎縮または損傷の有無 
□ あり ⇒（□ 部分的にみられる  □ 全体的にみられる  □ 著しい  □ 未実施） 
□ なし  

知能検査 
 
その他 

 
短期間内に回復する可能性 

 □ 回復する可能性は高い   □ 回復する可能性は低い   □ 分からない 

（特記事項） 

 

３ 判断能力についての意見 

 □ 契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。  

 □ 支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。 

 □ 支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。 

 □ 支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。 

（意見）※ 慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。 

 
 

 

裏面に続く 

（表 面） 
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判定の根拠 
(1) 見当識の障害の有無 

□ あり ⇒（□ まれに障害がみられる □ 障害がみられるときが多い □ 障害が高度） 
□ なし 

 
 

(2) 他人との意思疎通の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 意思疎通ができないときもある □ 意思疎通ができないときが多い 

□ 意思疎通ができない） 
□ なし 

 
 

(3) 理解力・判断力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

 
 

(4) 記憶力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

 
 

(5) その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。） 
 
 
 

参考となる事項（本人の心身の状態，日常的・社会的な生活状況等） 

 

※ 「本人情報シート」の提供を □ 受けた  □ 受けなかった 

（受けた場合には，その考慮の有無，考慮した事項等についても記載してください。） 

 

 

以上のとおり診断します。                      年   月   日 

 病院又は診療所の名称・所在地 

担当診療科名 

 担当医師氏名                                                        印 

 
【医師の方へ】  

 ※ 診断書の記載例等については，後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/）からダウンロ

ードできます。 
※ 参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは，本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし

て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 
※ 家庭裁判所は，診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します（事案

によって医師による鑑定を実施することがあります。）。 

（裏 面） 
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本人情報シート（成年後見制度用） 
 
※ この書面は，本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに，家 

庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。 
※ この書面は，本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定しています。 
※ 本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には，医師や家庭裁判所から問合せが
されることもあります。 

 

作成日      年   月   日 
 

本人                    作成者 

氏  名：                 氏   名：                   印 

 
生年月日：    年   月   日    職業(資格)：                      

 
      連 絡 先：                      
  

                      本人との関係：                      
 
１ 本人の生活場所について 

□ 自宅 （自宅での福祉サービスの利用  □ あり  □ なし） 

□ 施設・病院 

    → 施設・病院の名称                     
 

          住所                                  
 
２ 福祉に関する認定の有無等について 
 □ 介護認定 （認定日：     年    月）   

□ 要支援（１・２）  □ 要介護（１・２・３・４・５）  
□ 非該当 

□ 障害支援区分（認定日：    年    月） 
□ 区分（１・２・３・４・５・６）   □ 非該当 

 □ 療育手帳・愛の手帳など   （手帳の名称        ）（判定       ） 
 □ 精神障害者保健福祉手帳   （１・２・３ 級） 
 

３ 本人の日常・社会生活の状況について 

(1) 身体機能・生活機能について 
□ 支援の必要はない   □ 一部について支援が必要   □ 全面的に支援が必要 
（今後，支援等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等） 

 

 

 

 
 

(2) 認知機能について 

日によって変動することがあるか：□ あり □ なし 

（※ ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。 

エの項目は裏面にあります。） 

ア 日常的な行為に関する意思の伝達について 
  □ 意思を他者に伝達できる  □ 伝達できない場合がある 

□ ほとんど伝達できない   □ できない 
イ 日常的な行為に関する理解について 
  □ 理解できる        □ 理解できない場合がある   

□ ほとんど理解できない   □ 理解できない 
ウ 日常的な行為に関する短期的な記憶について 
  □ 記憶できる        □ 記憶していない場合がある 
  □ ほとんど記憶できない   □ 記憶できない 
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エ 本人が家族等を認識できているかについて 
□ 正しく認識している    □ 認識できていないところがある 
□ ほとんど認識できていない □ 認識できていない 
 

(3) 日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について 

□ 支障となる行動はない  □ 支障となる行動はほとんどない   

□ 支障となる行動がときどきある  □ 支障となる行動がある 

（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等） 

 

 

 

 

 
(4) 社会・地域との交流頻度について 

□ 週１回以上  □ 月１回以上  □ 月１回未満 
 

(5) 日常の意思決定について 
□ できる    □ 特別な場合を除いてできる  □ 日常的に困難  □ できない 
 

(6) 金銭の管理について 
□ 本人が管理している  □ 親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している   
□ 親族又は第三者が管理している 
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等） 

 

 

 

 
 

４ 本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題 

（※ 課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください。） 

 

 

 

 

 
 
５ 家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識 
□ 申立てをすることを説明しており，知っている。   
□ 申立てをすることを説明したが，理解できていない。 
□ 申立てをすることを説明しておらず，知らない。   
□ その他 

（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等） 
 
 
 
 
 
 
 
６ 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策 

（※御意見があれば記載してください。）

 
 
 

 

2/2 
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は じ め に 

 成年後見制度は，自己決定の尊重，残存能力の活用，ノーマライゼーションといった新

しい理念を取り入れ，平成１２年４月，民法の改正により導入されました。制度の導入に

当たり，最高裁判所は，利用者の便宜に資するよう，本人の事理弁識能力（自分の行為の

結果について合理的に判断する能力）についての判断資料として用いられる診断書の書式

を作成し，その後，幅広く利用されてきました。 

そのような中，平成２８年５月，成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され，

平成２９年３月には，成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）が閣議

決定されました。基本計画においては，政府は，医師が診断書等を作成するに当たって，

福祉関係者が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できる

よう，診断書等の在り方について検討するとともに，本人の状況等を医師に的確に伝える

ことができるようにするための検討を進めることとされています。このような基本計画の

内容を踏まえ，今般，最高裁判所においても，医師が家庭的・社会的状況等に関する情報

も踏まえて行った医学的判断をより的確に表現することができるよう，従前の診断書の書

式を改定するとともに，福祉関係者が本人の生活状況等に関する情報を記載し，医師にこ

れを伝えるためのツールとして，新たに「本人情報シート」の書式を作成することとしま

した。 

この手引は，このような観点から改定された診断書及び新たに導入される本人情報シー

トを作成する際に参考としていただくために，成年後見制度の概要を説明した上で，各書

式についての記載ガイドライン及び複数の記載例を掲載しています。 

新しい診断書の書式及び本人情報シートの作成に当たっては，認知症や障害がある方の

各関係団体や，医療・福祉に携わる関係団体から有益な御意見をいただきました。特に，

各書式についての記載ガイドライン及び記載例を作成するに当たっては，公益社団法人日

本医師会，公益社団法人日本社会福祉士会及び公益社団法人日本精神保健福祉士協会から，

専門的な知見に基づく御助言をいただきました。御協力いただいた皆さまには，この場を

借りて御礼を申し上げます。 

今後も，実務の動向を見ながら，必要に応じて，修正を加えていきたいと考えておりま

すので，何卒よろしくお願い申し上げます。 

平成３１年４月 

最高裁判所事務総局家庭局 
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三 本人情報シート作成の手引 

 

１ 本人情報シートの位置付け 

 本人の家庭的・社会的状況等に関する情報の必要性 

成年後見制度の利用を開始するための申立てに際しては，鑑定の要否等を判断するため，

申立書等と併せて，医師の作成した診断書の提出をお願いしています。診断書は，家庭裁判

所が本人の判断能力を判断するための重要な資料であり，本人の判断能力について医師に的

確に判断していただく必要があると考えております。 

医師に判断能力についての意見を書いていただく際には，従前から，本人に対する問診や

家族等からの聞き取り結果，各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し，判断がされてい

たものと思われますが，本人の判断能力の程度等について意見を述べるに当たって，本人の

生活状況に関する資料が十分ではないということもあったのではないかと思われます。 

医師により的確に判断していただくためには，本人を支える福祉関係者から，医師に対し，

本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で，本人の生活上の課題を伝え

ることが有益ではないかと考えられます。 

そこで，本人を支える福祉の関係者において，本人の生活状況等の情報をまとめたシート

を作成していただけるよう，新たに「本人情報シート」の書式を作成することとしました。 

 

※ 「本人情報シート」の提出が難しい場合には，「本人情報シート」を添付することなく後見等開始の

申立てを行うことは可能です。もっとも，本人の判断能力等をより的確に判断するために，多くの事案

において，医師が診断する際の補助資料として提供されることが望ましいといえます。 

 

 「本人情報シート」の作成者について 

「本人情報シート」は，医師に本人の生活状況等を客観的に伝えることで，医学的な判断 

をする際の参考資料として活用されることを想定しています。 

  したがって，本人の身近なところで，職務上の立場から支援されている方によって作成さ 

れることが望ましいといえ，具体的には，ソーシャルワーカー（社会福祉士，精神保健福祉 

士等）として本人の支援に関わっている方（介護支援専門員，相談支援専門員，病院・施設 

の相談員，市町村が設置する地域包括支援センターや，社会福祉協議会等が運営する権利擁 

護支援センターの職員等）によって作成されることが想定されます。 

親族や本人が作成することは想定していませんので，本人及び親族の方には，申立書に本

人の生活状況等を記載していただくことになります。 

ソーシャルワーカーが自らの業務の一環として「本人情報シート」を作成する場合や，当

事者間の合意によって定められた作成費用を依頼者が負担する場合もありますので，作成者

と依頼者との間で，「本人情報シート」の作成を依頼する際の取扱い等についてご確認くださ

い。 

 

 「本人情報シート」の活用場面 

  「本人情報シート」は，医師の診断のための補助資料として活用するほか，以下のような
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場面で活用することが考えられます。 

 ① 申立て前の成年後見制度の利用の適否に関する検討資料として 

   成年後見制度は，判断能力が十分ではない方を法律的な側面で支援する制度です。法的

な課題や福祉的な課題に対応するために成年後見制度を利用することは有益ですが，他方

で，本人が抱えている課題によっては，成年後見制度の利用では十分に対応できないこと

も考えられます。 

   制度利用の適否については，医療・福祉・介護の関係者のみならず，法律関係者も含め

て多職種で検討することが望ましいといえますが，その際，「本人情報シート」によって

本人の状況について認識を共有することは，制度利用の適否に関する多職種での検討に資

するものと考えられます。 

 

 ② 家庭裁判所における成年後見人等の選任のための検討資料として 

   「本人情報シート」は，後見等開始の申立ての際に，申立人から，診断書とともに家庭

裁判所に提出していただくことを想定しています。家庭裁判所は，本人の判断能力につい

て審査するとともに，誰を成年後見人等に選任するのかについても検討しますので，「本

人情報シート」は，本人の判断能力の判定の際の参考資料として用いられるとともに，本

人の身上監護上の課題を把握し，本人にふさわしい成年後見人等を検討するための資料と

して活用することも考えられます。 

 

 ③ 従前の後見事務の検証と今後の事務方針の策定のための資料として 

    後見開始後の本人自身の心身の状況や周囲の生活環境の変化に応じて，本人の有する生

活上の課題も変化していくものと考えられます。後見人も含む多職種で構成される「チー

ム」において，後見開始時に作成された「本人情報シート」の内容を確認することによっ

て今まで後見人を中心に進めてきた本人支援のアプローチを検証し，この結果を踏まえ

て，必要に応じて，本人の能力変化に応じた類型の変更や今まで進めてきた後見事務の方

向性について見直したり，あるいは，補助・保佐の場合には付与された代理権・取消権の

範囲を再検討したりするなど，今後の本人支援の在り方を検討することも有効であると考

えられます。 

 

２ 本人情報シート記載ガイドライン及び本人情報シート記載例について 

本人情報シート記載ガイドラインは，本人の判断能力等を診断するに当たって，参考となる

内容の記載についての一般的な基準を示したものです。記載するに当たってのポイントや留意

事項等も含まれていますので，本人情報シートを作成する際に参照してください。 

本人情報シート記載例は，実務的に比較的多く見られる事例を想定し，本人情報シート記載

ガイドラインに沿って作成したものです。 

 

後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/）から，「本人情報シート」 

（Word 形式）のダウンロードができます。 
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）

 
 ※
 
こ
の
書
面
は
，
本
人
の
判
断
能
力
等
に
関
し
て
医
師
が
診
断
を
行
う
際
の
補
助
資
料
と
し
て
活
用
す
る
と
と
も
に
，
家
 

庭
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
の
た
め
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

※
 
こ
の
書
面
は
，
本
人
を
支
え
る
福
祉
関
係
者
の
方
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

※
 
本
人
情
報
シ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て
さ
ら
に
確
認
し
た
い
点
が
あ
る
場
合
に
は
，
医
師
や
家
庭
裁
判
所
か
ら
問
合
せ
が
 

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
 

 
作
成
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 
 

本
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
成
者

 
氏
 
 
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
 
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
印

 
 生
年
月
日
：
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
職

業
(資

格
)：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
連
 
絡
 
先
：
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本
人

と
の

関
係
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

 
 １
 
本
人
の
生
活
場
所
に
つ
い
て

 
□
 
自
宅
 
（
自
宅
で
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
 
 
□
 
あ
り
 
 
□
 
な
し
）
 

□
 
施
設
・
病
院
 

→
 
施
設
・
病
院
の
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ２
 
福
祉
に
関
す
る
認
定
の
有
無
等
に
つ
い
て

 
 
□
 
介
護
認
定
 
（
認
定
日
：
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
）
 
 
 

□
 
要
支
援
（
１
・
２
）
 
 
□
 
要
介
護
（
１
・
２
・
３
・
４
・
５
）
 
 

□
 
非
該
当
 

 
□
 
障
害
支
援
区
分
（
認
定
日
：
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
）
 

□
 
区
分
（
１
・
２
・
３
・
４
・
５
・
６
）
 
 
 
□
 
非
該
当
 

 
□
 
療
育
手
帳
・
愛
の
手
帳
な
ど
 
 
 
（
手
帳
の
名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
）（

判
定
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
□
 
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
 
 
 
（
１
・
２
・
３
 
級
）
 

 ３
 
本
人
の
日
常
・
社
会
生
活
の
状
況
に
つ
い
て

 
(1

) 
身
体
機
能
・
生
活
機
能
に
つ
い
て

 
□
 
支
援
の
必
要
は
な
い
 
 
 
□
 
一
部
に
つ
い
て
支
援
が
必
要
 
 
 
□
 
全
面
的
に
支
援
が
必
要

 
（
今
後
，
支
援
等
に
関
す
る
体
制
の
変
更
や
追
加
的
対
応
が
必
要
な
場
合
は
，
そ
の
内
容
等
）

 
     

(2
) 
認
知
機
能
に
つ
い
て

 
日
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
が
あ
る
か
：
□
 
あ
り
 
□
 
な
し

 
（
※
 
あ
り
の
場
合
は
，
良
い
状
態
を
念
頭
に
以
下
の
ア
か
ら
エ
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 
エ
の
項
目
は
裏
面
に
あ
り
ま
す
。）

 
 ア
 
日
常
的
な
行
為
に
関
す
る
意
思
の
伝
達
に
つ
い
て
 

 
 
□
 
意
思
を
他
者
に
伝
達
で
き
る
 
 
□
 
伝
達
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
 

□
 
ほ
と
ん
ど
伝
達
で
き
な
い
 
 
 
□
 
で
き
な
い
 

イ
 
日
常
的
な
行
為
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
 

 
 
□
 
理
解
で
き
る
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
理
解
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
 
 
 

□
 
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
 
 
 
□
 
理
解
で
き
な
い
 

ウ
 
日
常
的
な
行
為
に
関
す
る
短
期
的
な
記
憶
に
つ
い
て
 

 
 
□
 
記
憶
で
き
る
 
 
 
 
 
 
 
 
□
 
記
憶
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る

 
 
 
□
 
ほ
と
ん
ど
記
憶
で
き
な
い
 
 
 
□
 
記
憶
で
き
な
い

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１
 
本
人
の
生
活
場
所
に
つ
い
て

 
〇
 
現
在
，
本
人
が
自
宅
で
生
活
し
て
い
る
か
，
施
設
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
，
サ
ー
ビ
ス
付
住
宅
を
含
む
。）

又
は
病
院
で
生
活
し

て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
施
設
又
は
病
院
で
生
活
し
て
い
る
場
合
は
，
施
設
又
は
病
院
の
名
称
・
住
所
も
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
自
宅
で
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
は
，
訪
問
介
護
の
ほ
か
，
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
，
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
を
利
用
 

し
て
い
る
と
き
は
，「

あ
り
」
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
福
祉
に
関
す
る
認
定
の
有
無
等
に
つ
い
て

 
〇
 
シ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
，
該
当
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
認
定
日
欄
に
は
，
最
終
判
定
年
月
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
本
人
の
日
常
・
社
会
生
活
の
状
況
に
つ
い
て

 
(1
) 
 身

体
機
能
・
生
活
機
能
に
つ
い
て
 

〇
 
食
事
，
入
浴
，
着
替
え
，
移
動
等
の
日
常
生
活
に
関
す
る
支
援
の
要
否
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
自
宅
改
修
や
福
祉

器
具
等
を
利
用
す
る
こ
と
で
他
者
の
支
援
な
く
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
場
合
に
は
，「

支
援
の
必
要
は
な
い
」
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
現
在
の
支
援
体
制
が
不
十
分
な
場
合
等
で
，
今
後
，
支
援
の
方
法
，
内
容
等
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
，
そ
の
内

容
を
自
由
記
載
欄
に
簡
潔
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(2
) 
認
知
機
能
に
つ
い
て
 

 
 
 

 
〇
 
ア
～
エ
の
各
項
目
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
本
人
の
状
態
に
変
動
が
あ
る
場

合
に
は
，
良
い
状
態
を
念
頭
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
き
，
状
態
が
良
く
な
い
場
合
で
支
援
を
必
要
と
す
る
場
面
に
つ
い
て

は
(3
)に

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
こ
こ
で
い
う
「
日
常
的
な
行
為
」
と
は
，
食
事
，
入
浴
等
の
日
課
や
来
訪
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
へ
の
対
応
な
ど
，

概
ね
本
人
の
生
活
環
境
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
～
エ
の
各
項
目
に
つ
い
て
の
選
択
基
準
は
，
以

下
の
と
お
り
で
す
。
 

  
 
・
 
ア
に
つ
い
て
 

 
 
 
□
 
意
思
を
他
者
に
伝
達
で
き
る
 
→
 
日
常
生
活
上
問
題
な
い
程
度
に
自
ら
の
意
思
を
伝
達
で
き
る
場
合
 

□
 
伝
達
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
 
→
 
正
確
な
意
思
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
日
常
生
活
上
問
題
が
生
じ
る
場
合
 

□
 
ほ
と
ん
ど
伝
達
で
き
な
い
 
 
→
 
ご
く
単
純
な
意
思
（
空
腹
で
あ
る
，
眠
い
な
ど
）
は
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
 

も
の
の
，
そ
れ
以
外
の
意
思
に
つ
い
て
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
 

□
 
で
き
な
い
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
ご
く
単
純
な
意
思
も
伝
達
で
き
な
い
と
き
 

（
※
 
発
語
面
で
障
害
が
あ
っ
て
も
，
非
言
語
的
手
段
で
意
思
が
伝
達
で
き
る
場
合
に
は
，「

伝
達
で
き
る
」
と
す
る
。）

 
 

・
 
イ
に
つ
い
て
 

 
 
 
□
 
理
解
で
き
る
 
 
→
 
起
床
・
就
寝
の
時
刻
や
，
食
事
の
内
容
等
に
つ
い
て
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
 

 
 
 
□
 
理
解
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
回
答
で
き
る
と
き
と
で
き
な
い
と
き
が
あ
る
場
合
 

 
 
 
□
 
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
 
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
回
答
で
き
な
い
と
き
が
多
い
場
合
 

□
 
理
解
で
き
な
い
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
基
本
的
に
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
 

 
 
 
・
 
ウ
に
つ
い
て
 

 
 
 
□
 
記
憶
で
き
る
 
 
→
 
直
前
に
し
て
い
た
こ
と
や
示
し
た
も
の
な
ど
を
正
し
く
回
答
で
き
る
場
合
 

 
 
 
□
 
記
憶
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
 
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
回
答
で
き
る
と
き
と
で
き
な
い
と
き
が
あ
る
場
合
 

 
 
 
□
 
ほ
と
ん
ど
記
憶
で
き
な
い
 
 
 
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
回
答
で
き
な
い
と
き
が
多
い
場
合
 

□
 
記
憶
で
き
な
い
 
→
 
上
記
の
点
に
つ
い
て
，
基
本
的
に
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
 

1/
2 

※
 

シ
ー
ト

に
記
載

し
き
れ
な

い
場

合
は

，
 

別
紙
を
つ
け

て
い
た

だ
く
こ
と

も
可

能
で

す
。
 

〇
 
本
人
情
報
シ
ー
ト
の
作
成
者
が
親
族
等
の
第
三
者
に
「
本
人
情
報
シ
ー
ト
」
に
よ
る
個
人
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
は
，
個
人
情
報
保
護
の

観
点
か
ら
，
本
人
の
同
意
を
得
る
な
ど
，
作
成
者
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
令
に
沿
っ
た
情
報
の
取
扱
い
を
行
う
よ
う
留
意
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

- 3
1 

- 
- 3

2-
 

 

- 28 - 

場面で活用することが考えられます。 

 ① 申立て前の成年後見制度の利用の適否に関する検討資料として 

   成年後見制度は，判断能力が十分ではない方を法律的な側面で支援する制度です。法的

な課題や福祉的な課題に対応するために成年後見制度を利用することは有益ですが，他方

で，本人が抱えている課題によっては，成年後見制度の利用では十分に対応できないこと

も考えられます。 

   制度利用の適否については，医療・福祉・介護の関係者のみならず，法律関係者も含め

て多職種で検討することが望ましいといえますが，その際，「本人情報シート」によって

本人の状況について認識を共有することは，制度利用の適否に関する多職種での検討に資

するものと考えられます。 

 

 ② 家庭裁判所における成年後見人等の選任のための検討資料として 

   「本人情報シート」は，後見等開始の申立ての際に，申立人から，診断書とともに家庭

裁判所に提出していただくことを想定しています。家庭裁判所は，本人の判断能力につい

て審査するとともに，誰を成年後見人等に選任するのかについても検討しますので，「本

人情報シート」は，本人の判断能力の判定の際の参考資料として用いられるとともに，本

人の身上監護上の課題を把握し，本人にふさわしい成年後見人等を検討するための資料と

して活用することも考えられます。 

 

 ③ 従前の後見事務の検証と今後の事務方針の策定のための資料として 

    後見開始後の本人自身の心身の状況や周囲の生活環境の変化に応じて，本人の有する生

活上の課題も変化していくものと考えられます。後見人も含む多職種で構成される「チー

ム」において，後見開始時に作成された「本人情報シート」の内容を確認することによっ

て今まで後見人を中心に進めてきた本人支援のアプローチを検証し，この結果を踏まえ

て，必要に応じて，本人の能力変化に応じた類型の変更や今まで進めてきた後見事務の方

向性について見直したり，あるいは，補助・保佐の場合には付与された代理権・取消権の

範囲を再検討したりするなど，今後の本人支援の在り方を検討することも有効であると考

えられます。 

 

２ 本人情報シート記載ガイドライン及び本人情報シート記載例について 

本人情報シート記載ガイドラインは，本人の判断能力等を診断するに当たって，参考となる

内容の記載についての一般的な基準を示したものです。記載するに当たってのポイントや留意

事項等も含まれていますので，本人情報シートを作成する際に参照してください。 

本人情報シート記載例は，実務的に比較的多く見られる事例を想定し，本人情報シート記載

ガイドラインに沿って作成したものです。 

 

後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/）から，「本人情報シート」 

（Word 形式）のダウンロードができます。 
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 裏

面
 

 
エ
 
本
人
が
家
族
等
を
認
識
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て

 
□
 
正
し
く
認
識
し
て
い
る
 
 
 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

 
□
 
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
て
い
な
い
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い

 
 

(3
) 
日
常
・
社
会
生
活
上
支
障
と
な
る
精
神
・
行
動
障
害
に
つ
い
て

 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
は
な
い
 
 
 
 
 
 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
は
ほ
と
ん
ど
な
い
 
 
 

□
 
支
障
と
な
る
行
動
が
と
き
ど
き
あ
る
 
 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
が
あ
る
 

（
精
神
・
行
動
障
害
に
関
し
て
支
援
を
必
要
と
す
る
場
面
が
あ
れ
ば
，
そ
の
内
容
，
頻
度
等
）

 
     

(4
) 
社
会
・
地
域
と
の
交
流
頻
度
に
つ
い
て

 
□
 
週
１
回
以
上
 
 
□
 
月
１
回
以
上
 
 
□
 
月
１
回
未
満

 
 

(5
) 
日
常
の
意
思
決
定
に
つ
い
て

 
□
 
で
き
る
 
 
 
 
□
 
特
別
な
場
合
を
除
い
て
で
き
る
 
 
□
 
日
常
的
に
困
難
 
 
□
 
で
き
な
い

 
 

(6
) 
金
銭
の
管
理
に
つ
い
て

 
□
 
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
の
支
援
を
受
け
て
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
 

□
 
親
族
又
は
第
三
者
が
管
理
し
て
い
る
 

（
支
援
（
管
理
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の
内
容
・
支
援
者
（
管
理
者
）
の
氏
名
等
）
 

 
 

 
   ４
 
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
思
決
定
が
必
要
と
な
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題

 
 
 
（
※
 
課
題
に
つ
い
て
は
，
現
に
生
じ
て
い
る
も
の
に
加
え
，
今
後
生
じ
得
る
課
題
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
       ５
 
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
関
す
る
本
人
の
認
識

 
□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
，
知
っ
て
い
る
。
 

□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
，
理
解
で
き
て
い
な
い
。
 

□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
ら
ず
，
知
ら
な
い
。
 
 
 

□
 
そ
の
他
 

（
上
記
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
選
択
し
た
理
由
や
背
景
事
情
等

）
 

      ６
 
本
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
へ
の
対
応
策

 
（
※
御
意
見
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
     

 

・
  
エ
に
つ
い
て
 

 
 
□
 
正
し
く
認
識
し
て
い
る
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
な
い
家
族
又
は
友
人
等
に
つ
い
て
も
，
会
え
ば
正
し
く
 

認
識
で
き
る
。
 

 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
等
は
基
本
的
に
認
識
で
 

き
る
が
，
そ
れ
以
外
は
難
し
い
。
 

 
 
□
 
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
て
い
な
い
 
 
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
等
と
会
っ
て
も
，
認
識
 

で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
 

 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
 
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
・
知
人
と
会
っ
て
も
，
基
本
的
に
認
識
 

で
き
な
い
。
 

(3
) 

日
常
・
社
会
生
活
上
支
障
と
な
る
精
神
・
行
動
障
害
に
つ
い
て
 

 
〇
 
精
神
・
行
動
障
害
と
は
，
社
会
生
活
上
，
場
面
や
目
的
か
ら
み
て
不
適
当
な
行
動
を
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
頻
度
に
応
 

じ
て
，
該
当
す
る
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
〇
 
ま
た
，
そ
の
よ
う
な
精
神
・
行
動
障
害
が
あ
り
，
社
会
生
活
上
，
一
定
の
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
行
動
の
具
体
的
 

な
内
容
や
頻
度
に
つ
い
て
自
由
記
載
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
必
要
と
さ
れ
る
支
援
方
法
等
に
つ
い
て
も
，
分
か
る
範
囲
 

で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(4
) 

社
会
・
地
域
と
の
交
流
頻
度
に
つ
い
て
 

〇
 
本
人
が
日
常
的
に
ど
の
程
度
，
社
会
・
地
域
と
の
接
点
を
有
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
項
目
で
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
，
 

買
い
物
，
趣
味
活
動
等
に
よ
っ
て
社
会
・
地
域
と
交
流
す
る
頻
度
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
な
お
，
身
体
的
な
障
害
等
に
よ
り
，
外
出
は
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
，
家
族
や
友
人
の
来
訪
な
ど
，
自
宅
等
で
関
係
者
と
社
会
 

的
接
点
を
持
っ
た
活
動
を
し
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
れ
も
含
め
て
回
数
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(5
) 

日
常
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
 

 
〇
 
日
常
の
意
思
決
定
と
は
，
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
意
思
決
定
で
き
る
能
力
を
い
い
ま
す
。
項
目
に
つ
い
て
の
 

選
択
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
で
す
。
な
お
，
特
定
の
事
項
あ
る
い
は
場
面
に
お
い
て
本
人
の
意
思
決
定
に
支
障
が
生
じ
る
と
い
 

っ
た
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
４
項
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
□
 
で
き
る
 
 
 
 
→
 
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
，
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
意
思
決
定
で
き
る
。
 

 
 
 
□
 
特
別
な
場
合
を
除
い
て
で
き
る
 
→
 
テ
レ
ビ
番
組
や
献
立
，
服
の
選
択
等
に
つ
い
て
は
意
思
決
定
で
き
る
が
，
治
療
方
 

針
等
や
居
住
環
境
の
変
更
の
決
定
は
指
示
・
支
援
を
必
要
と
す
る
。
 

 
 
 
□
 
日
常
的
に
困
難
 
→
 
テ
レ
ビ
番
組
や
献
立
，
服
の
選
択
等
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
意
思
決
定
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
 

□
 
で
き
な
い
 
 
 
→
 
意
思
決
定
が
全
く
で
き
な
い
，
あ
る
い
は
意
思
決
定
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
 

(6
) 

金
銭
の
管
理
に
つ
い
て
 

 
〇
 
金
銭
の
管
理
と
は
，
所
持
金
の
支
出
入
の
把
握
，
管
理
，
計
算
等
を
指
し
ま
す
。
項
目
に
つ
い
て
の
選
択
基
準
は
，
以
下
の
と
お
 

り
で
す
。
 

 
 
□
 
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
→
 
多
額
の
財
産
や
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
も
，
本
人
が
全
て
管
理
し
て
い
る
場
合
 

 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
の
支
援
を
受
け
て
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
通
帳
を
預
か
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
，
本
人
が
自
ら
の
生
活
費
等
を
管
理
し
て
い
る
場
合
 

 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
が
管
理
し
て
い
る
 
→
 
本
人
の
日
々
の
生
活
費
も
含
め
て
，
第
三
者
等
が
支
払
等
を
し
て
管
理
し
て
 

い
る
場
合
 

５
 
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
関
す
る
本
人
の
認
識

 
 
〇
 
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
本
人
に
説
明
し
た
際
の
利
用
に
関
す
る
本
人
の
認
識
（
知
っ
て
い
る
，
知
ら
な
い
，
理
解
で
き

な
い
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
上
記
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
選
択
し
た
理
由
や
，
本
人
が
制
度
利
用
に
反
対
し
て
い
る
な
ど
の
背
景
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
，
分

か
る
範
囲
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
思
決
定
が
必
要
と
な
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題

 
 
〇
 
現
在
ま
た
は
今
後
，
本
人
が
直
面
す
る
生
活
上
の
課
題
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
例
え
ば
，
介
護
・
支
援
体
制
の
変
更
の
検
討
や
，

訴
訟
，
遺
産
分
割
等
の
手
続
に
関
す
る
検
討
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。）
。
 

６
 
本
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
へ
の
対
応
策

 
〇
 
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
よ
っ
て
，
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い

て
，
御
意
見
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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４ 本人情報シート記載例 
 
モデル事例１：認知症（重度），施設入所【表面】 
 

 
本人情報シート（成年後見制度用） 

 
※ この書面は，本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに，家 

庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。 
※ この書面は，本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定しています。 
※ 本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には，医師や家庭裁判所から問合せが 

されることもあります。 
 

作成日  〇〇〇〇年 〇 月 〇 日 
 

本人                    作成者 
氏  名： 〇〇  〇〇          氏   名：  〇〇  〇〇           印 
 
生年月日：〇〇〇〇年 〇 月 〇 日    職業 (資格 )： 〇〇県社会福祉士会 相談員           
 

連 絡 先： 〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇     
  

                      本人との関係： 入所施設から相談を受けた            
 
１ 本人の生活場所について 
□ 自宅 （自宅での福祉サービスの利用  □ あり  □ なし） 
☑ 施設・病院 

→ 施設・病院の名称  特別養護老人ホーム〇〇園              
 

          住所    〇〇県〇〇市〇〇町〇〇－〇〇              
 
２ 福祉に関する認定の有無等について 
 ☑ 介護認定 （認定日：   〇〇年   〇月）   

□ 要支援（１・２）  ☑ 要介護（１・２・３・４・５）  
□ 非該当 

□ 障害支援区分（認定日：    年    月）  
□ 区分（１・２・３・４・５・６）   □ 非該当 

 □ 療育手帳・愛の手帳など   （手帳の名称        ）（判定       ） 
 □ 精神障害者保健福祉手帳   （１・２・３ 級） 
 
３ 本人の日常・社会生活の状況について 

(1) 身体機能・生活機能について 
□ 支援の必要はない   □ 一部について支援が必要   ☑ 全面的に支援が必要 
（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等） 
 

２０１６年３月頃より心身状態が悪化し，同居の妻への暴力行為があったため，７月に
専門医療機関（精神科）初診、入院となった。加療，リハビリテーションを受け，症状が改
善し，２０１７年５月に退院と同時に現在の特別養護老人ホームへ入所した。食事はセッ
ティングがあれば自力摂取可能。それ以外の日常生活については，ほぼ全面的に見守りや
声掛け，直接介助が必要である。現在の入所施設で安定した生活を送られている。 
 

(2) 認知機能について 
日によって変動することがあるか：☑ あり □ なし 
（※ ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。 
  エの項目は裏面にあります。） 
ア 日常的な行為に関する意思の伝達について 
  □ 意思を他者に伝達できる  ☑ 伝達できない場合がある 

□ ほとんど伝達できない   □ できない 
イ 日常的な行為に関する理解について 
  □ 理解できる        ☑ 理解できない場合がある   

□ ほとんど理解できない   □ 理解できない 
ウ 日常的な行為に関する短期的な記憶について 
  □ 記憶できる        □ 記憶していない場合がある  

☑ ほとんど記憶できない   □ 記憶できない   
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 裏

面
 

 
エ
 
本
人
が
家
族
等
を
認
識
で
き
て
い
る
か
に
つ
い
て

 
□
 
正
し
く
認
識
し
て
い
る
 
 
 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

 
□
 
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
て
い
な
い
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い

 
 

(3
) 
日
常
・
社
会
生
活
上
支
障
と
な
る
精
神
・
行
動
障
害
に
つ
い
て

 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
は
な
い
 
 
 
 
 
 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
は
ほ
と
ん
ど
な
い
 
 
 

□
 
支
障
と
な
る
行
動
が
と
き
ど
き
あ
る
 
 
□
 
支
障
と
な
る
行
動
が
あ
る
 

（
精
神
・
行
動
障
害
に
関
し
て
支
援
を
必
要
と
す
る
場
面
が
あ
れ
ば
，
そ
の
内
容
，
頻
度
等
）

 
     

(4
) 
社
会
・
地
域
と
の
交
流
頻
度
に
つ
い
て

 
□
 
週
１
回
以
上
 
 
□
 
月
１
回
以
上
 
 
□
 
月
１
回
未
満

 
 

(5
) 
日
常
の
意
思
決
定
に
つ
い
て

 
□
 
で
き
る
 
 
 
 
□
 
特
別
な
場
合
を
除
い
て
で
き
る
 
 
□
 
日
常
的
に
困
難
 
 
□
 
で
き
な
い

 
 

(6
) 
金
銭
の
管
理
に
つ
い
て

 
□
 
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
の
支
援
を
受
け
て
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
 

□
 
親
族
又
は
第
三
者
が
管
理
し
て
い
る
 

（
支
援
（
管
理
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
の
内
容
・
支
援
者
（
管
理
者
）
の
氏
名
等
）
 

 
 

 
   ４
 
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
思
決
定
が
必
要
と
な
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題

 
 
 
（
※
 
課
題
に
つ
い
て
は
，
現
に
生
じ
て
い
る
も
の
に
加
え
，
今
後
生
じ
得
る
課
題
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
       ５
 
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
関
す
る
本
人
の
認
識

 
□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
り
，
知
っ
て
い
る
。
 

□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
が
，
理
解
で
き
て
い
な
い
。
 

□
 
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
ら
ず
，
知
ら
な
い
。
 
 
 

□
 
そ
の
他
 

（
上
記
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
選
択
し
た
理
由
や
背
景
事
情
等

）
 

      ６
 
本
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
へ
の
対
応
策

 
（
※
御
意
見
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

 
     

 

・
  
エ
に
つ
い
て
 

 
 
□
 
正
し
く
認
識
し
て
い
る
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
な
い
家
族
又
は
友
人
等
に
つ
い
て
も
，
会
え
ば
正
し
く
 

認
識
で
き
る
。
 

 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
等
は
基
本
的
に
認
識
で
 

き
る
が
，
そ
れ
以
外
は
難
し
い
。
 

 
 
□
 
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
て
い
な
い
 
 
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
等
と
会
っ
て
も
，
認
識
 

で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
 

 
 
□
 
認
識
で
き
て
い
な
い
 
 
→
 
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
家
族
又
は
友
人
・
知
人
と
会
っ
て
も
，
基
本
的
に
認
識
 

で
き
な
い
。
 

(3
) 

日
常
・
社
会
生
活
上
支
障
と
な
る
精
神
・
行
動
障
害
に
つ
い
て
 

 
〇
 
精
神
・
行
動
障
害
と
は
，
社
会
生
活
上
，
場
面
や
目
的
か
ら
み
て
不
適
当
な
行
動
を
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
頻
度
に
応
 

じ
て
，
該
当
す
る
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
〇
 
ま
た
，
そ
の
よ
う
な
精
神
・
行
動
障
害
が
あ
り
，
社
会
生
活
上
，
一
定
の
支
援
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
，
そ
の
行
動
の
具
体
的
 

な
内
容
や
頻
度
に
つ
い
て
自
由
記
載
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
必
要
と
さ
れ
る
支
援
方
法
等
に
つ
い
て
も
，
分
か
る
範
囲
 

で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(4
) 

社
会
・
地
域
と
の
交
流
頻
度
に
つ
い
て
 

〇
 
本
人
が
日
常
的
に
ど
の
程
度
，
社
会
・
地
域
と
の
接
点
を
有
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
項
目
で
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
，
 

買
い
物
，
趣
味
活
動
等
に
よ
っ
て
社
会
・
地
域
と
交
流
す
る
頻
度
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
な
お
，
身
体
的
な
障
害
等
に
よ
り
，
外
出
は
困
難
で
は
あ
る
も
の
の
，
家
族
や
友
人
の
来
訪
な
ど
，
自
宅
等
で
関
係
者
と
社
会
 

的
接
点
を
持
っ
た
活
動
を
し
て
い
る
場
合
に
は
，
そ
れ
も
含
め
て
回
数
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
 

(5
) 

日
常
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
 

 
〇
 
日
常
の
意
思
決
定
と
は
，
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
意
思
決
定
で
き
る
能
力
を
い
い
ま
す
。
項
目
に
つ
い
て
の
 

選
択
基
準
は
，
以
下
の
と
お
り
で
す
。
な
お
，
特
定
の
事
項
あ
る
い
は
場
面
に
お
い
て
本
人
の
意
思
決
定
に
支
障
が
生
じ
る
と
い
 

っ
た
事
情
が
あ
る
と
き
は
，
４
項
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
□
 
で
き
る
 
 
 
 
→
 
毎
日
の
暮
ら
し
に
お
け
る
活
動
に
関
し
て
，
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
意
思
決
定
で
き
る
。
 

 
 
 
□
 
特
別
な
場
合
を
除
い
て
で
き
る
 
→
 
テ
レ
ビ
番
組
や
献
立
，
服
の
選
択
等
に
つ
い
て
は
意
思
決
定
で
き
る
が
，
治
療
方
 

針
等
や
居
住
環
境
の
変
更
の
決
定
は
指
示
・
支
援
を
必
要
と
す
る
。
 

 
 
 
□
 
日
常
的
に
困
難
 
→
 
テ
レ
ビ
番
組
や
献
立
，
服
の
選
択
等
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
意
思
決
定
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
 

□
 
で
き
な
い
 
 
 
→
 
意
思
決
定
が
全
く
で
き
な
い
，
あ
る
い
は
意
思
決
定
で
き
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
 

(6
) 

金
銭
の
管
理
に
つ
い
て
 

 
〇
 
金
銭
の
管
理
と
は
，
所
持
金
の
支
出
入
の
把
握
，
管
理
，
計
算
等
を
指
し
ま
す
。
項
目
に
つ
い
て
の
選
択
基
準
は
，
以
下
の
と
お
 

り
で
す
。
 

 
 
□
 
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 
 
→
 
多
額
の
財
産
や
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
も
，
本
人
が
全
て
管
理
し
て
い
る
場
合
 

 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
の
支
援
を
受
け
て
本
人
が
管
理
し
て
い
る
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
通
帳
を
預
か
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
，
本
人
が
自
ら
の
生
活
費
等
を
管
理
し
て
い
る
場
合
 

 
 
□
 
親
族
又
は
第
三
者
が
管
理
し
て
い
る
 
→
 
本
人
の
日
々
の
生
活
費
も
含
め
て
，
第
三
者
等
が
支
払
等
を
し
て
管
理
し
て
 

い
る
場
合
 

５
 
家
庭
裁
判
所
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
関
す
る
本
人
の
認
識

 
 
〇
 
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
本
人
に
説
明
し
た
際
の
利
用
に
関
す
る
本
人
の
認
識
（
知
っ
て
い
る
，
知
ら
な
い
，
理
解
で
き

な
い
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

〇
 
上
記
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
選
択
し
た
理
由
や
，
本
人
が
制
度
利
用
に
反
対
し
て
い
る
な
ど
の
背
景
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
，
分

か
る
範
囲
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
本
人
に
と
っ
て
重
要
な
意
思
決
定
が
必
要
と
な
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題

 
 
〇
 
現
在
ま
た
は
今
後
，
本
人
が
直
面
す
る
生
活
上
の
課
題
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
例
え
ば
，
介
護
・
支
援
体
制
の
変
更
の
検
討
や
，

訴
訟
，
遺
産
分
割
等
の
手
続
に
関
す
る
検
討
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。）
。
 

６
 
本
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
へ
の
対
応
策

 
〇
 
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
よ
っ
て
，
日
常
・
社
会
生
活
上
の
課
題
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い

て
，
御
意
見
が
あ
れ
ば
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2/
2 

- 3
3 

- 
- 3

4 
- 
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モデル事例１：認知症（重度），施設入所【裏面】 

 
エ 本人が家族等を認識できているかについて 

□ 正しく認識している    ☑ 認識できていないところがある 
□ ほとんど認識できていない □ 認識できていない 
 

(3) 日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について 
□ 支障となる行動はない      □ 支障となる行動はほとんどない   
☑ 支障となる行動がときどきある  □ 支障となる行動がある 
（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等） 
 
 
 
 
 
 

(4) 社会・地域との交流頻度について 
□ 週１回以上  □ 月１回以上  ☑ 月１回未満 
 

(5) 日常の意思決定について 
□ できる    □ 特別な場合を除いてできる  ☑ 日常的に困難  □ できない 
 

(6) 金銭の管理について 
□ 本人が管理している  □ 親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している   
☑ 親族又は第三者が管理している 
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等） 
 

 
 

 
 
 
４ 本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題 
  （※ 課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
５ 家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識 

□ 申立てをすることを説明しており，知っている。 
☑ 申立てをすることを説明したが，理解できていない。 
□ 申立てをすることを説明しておらず，知らない。 
□ その他 
（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等） 

 
 
 
 
 
 
 
６ 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策 

（※御意見があれば記載してください。） 
 
 
 
 
 
 

2/2 

施設内の自室やトイレの場所がわからず，困惑しているときが多いが，適切な声掛け誘
導によって対応可能である。また，日々のスケジュール（食事の時間や活動など）は理解
ができず，不安になると職員や他の入居者に尋ねることが多く，その対応が本人にとって
受け入れがたいものであると，不穏になることがある。 

妻が管理しているが，妻自身も高齢であり，本人との関係性が必ずしも良好ではないこ
ともあり，負担感が強い。また，施設から本人に必要な日用品や行事への参加費を求める
ときに，妻自身の判断で「不要」とされてしまうことが多い，とのこと。 

本人は施設において，本人自身の楽しみや生活の豊かさを感じる機会が得られず，制限的な
生活になってしまっていることも否めない。本人には収入（年金）があり，本人の意思決定を
支援しながら本人の興味関心を拡げるためにも活用できることが望ましい。また心身状態の変
化から今後，入院加療が必要となることも想定されるため，本人の意思を尊重しながら適切に
契約行為を行える第三者が存在することが，妻にとっても助けとなると考え，そのことで妻と
の関係性の修復も期待される。 

本人に日常的に関わる関係者は，施設内で完結している。本人の資産を考えれば，さまざま
な選択肢が考えられる。本人の意向や意思を尊重しながら模索していくために必要な契約が行
える者が必要。また，比較的高額な年金や預貯金を適切に管理し，居所についても本人の状態
に合った，また，本人が望むような過ごし方が可能な施設を新たに検討できる体制をつくって
いく。妻との関係性を構築していくためには，高齢となった妻の支援体制を意識した関わりが
求められる。 
 

本人には可能な限りわかりやすい言葉や図による説明を複数回行った。施設の相談員同席の
もと，また，妻の面会時，本人が作成者に馴染みを感じられたことを受け，作成者のみとも面
談した。その都度，新しい説明を聞く，という印象で，説明を理解することは難しいと感じら
れたが，その都度の説明においては，「そんな人がいたらありがたいね」「でも〇〇ちゃん（古
い友人の妹，というが本当は妻のこと）がいるからね」という発言があった。 
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モデル事例２：認知症（軽度），在宅，独居【表面】 
 

 
本人情報シート（成年後見制度用） 

 
※ この書面は，本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに，家 

庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。 
※ この書面は，本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定しています。 
※ 本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には，医師や家庭裁判所から問合せが 

されることもあります。 

 
作成日  〇〇〇〇年 〇 月 〇 日 

 
本人                    作成者 
氏  名： 〇〇  〇〇          氏   名：  〇〇  〇〇           印 
 
生年月日：〇〇〇〇年 〇 月 〇 日    職業 (資格 )：〇〇市社会福祉協議会（社会福祉士） 
 

連 絡 先： 〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇     
  

                      本人との関係： 〇〇市中核機関の相談員      
 
１ 本人の生活場所について 
 ☑ 自宅 （自宅での福祉サービスの利用  ☑ あり  □ なし） 

□ 施設・病院 

→ 施設・病院の名称                   
 

          住所                                    
 
２ 福祉に関する認定の有無等について 
 ☑ 介護認定 （認定日：〇〇〇〇 年 〇 月）   

□ 要支援（１・２）  ☑ 要介護（１・２・３・４・５）  
□ 非該当 

□ 障害支援区分（認定日：    年    月）  
□ 区分（１・２・３・４・５・６）   □ 非該当 

 □ 療育手帳・愛の手帳など   （手帳の名称        ）（判定       ） 
 □ 精神障害者保健福祉手帳   （１・２・３ 級） 
 
３ 本人の日常・社会生活の状況について 

(1) 身体機能・生活機能について 
□ 支援の必要はない   ☑ 一部について支援が必要   □ 全面的に支援が必要 
（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等） 
 
 
 
 
 

 
 

(2) 認知機能について 
日によって変動することがあるか：☑ あり □ なし 
（※ ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。 
  エの項目は裏面にあります。） 
ア 日常的な行為に関する意思の伝達について 

☑ 意思を他者に伝達できる   □ 伝達できない場合がある 
□ ほとんど伝達できない   □ できない 

イ 日常的な行為に関する理解について 
  □ 理解できる        ☑ 理解できない場合がある   

□ ほとんど理解できない   □ 理解できない 
ウ 日常的な行為に関する短期的な記憶について 
  □ 記憶できる        ☑ 記憶していない場合がある  

□ ほとんど記憶できない   □ 記憶できない   
 

在宅で介護保険サービスを利用し，別居の長男や長女の支援を得て生活を継続している

が，最近は食材を大量に買い込んで腐らせる，サービス利用日や時間を忘れて外出するな

ど，サービス提供が受けられないことが増えてきている。ケアマネージャーはサービスの

見直しが必要だと考えている。 

1/2 



56

 

- 38 - 

モデル事例２：認知症（軽度），在宅，独居【裏面】 

 
エ 本人が家族等を認識できているかについて 

□ 正しく認識している    ☑ 認識できていないところがある 
□ ほとんど認識できていない □ 認識できていない 
 

(3) 日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について 
□ 支障となる行動はない      □ 支障となる行動はほとんどない   
☑ 支障となる行動がときどきある  □ 支障となる行動がある 
（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等） 
 
 
 
 
 

(4) 社会・地域との交流頻度について 
☑ 週１回以上  □ 月１回以上  □ 月１回未満 
 

(5) 日常の意思決定について 
□ できる    ☑ 特別な場合を除いてできる  □ 日常的に困難  □ できない 
 

(6) 金銭の管理について 
□ 本人が管理している  ☑ 親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している   
□ 親族又は第三者が管理している 
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等） 
 

 
 

 
 
４ 本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題 
  （※ 課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識 
☑ 申立てをすることを説明しており，知っている。 
□ 申立てをすることを説明したが，理解できていない。 
□ 申立てをすることを説明しておらず，知らない。 
□ その他 

（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等） 
 
 
 
 
 
６ 本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策 

（※御意見があれば記載してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 

鍋を焦がすことが，３か月に１回程度ある。ＩＨは本人が希望していないため，使用し
ていない。ヘルパーが来る日や時間を忘れてしまい，自宅にいないため，ヘルパーが支援
に入れないときが，月に一，二回程度ある。 

別居の長女が定期預金通帳を管理しているが，日常的な金銭管理は本人が行っている。
最近は日常的な金銭管理が難しくなり，長女が社協の日常生活自立支援事業が使えない
か，と相談してきた。 

介護保険サービス提供事務所からは，ケアマネージャーがサービス利用を増やす必要があ
る，ということが本当に本人の意向に基づいているのかとの疑問が示されている。また，長男
や長女からは，これ以上本人に関わる時間がとれないなかで，本人の一人暮らしの継続につい
て心配との意見。本人は自宅以外の生活については一切考えておらず，どのように生活してい
くことができるか，かなり早急に検討していくことが必要になっている。 

本人は自分の希望や思いを他者に伝えることができ，その実現に向けて支援関係者はこれま
でも関わってきている。しかし，徐々に認知機能が低下していることはあり，支援体制をこれ
までとは違う内容で検討することも，本人の安全や安心のためには必要なことである。福祉サ
ービスの利用などの契約行為の代理ができる形が望ましく，本人もそれを希望している。家族
の思いも支えながら，安易に施設入所という選択肢にならないためには，第三者の担い手が，
本人の意思や意向を尊重しつつ家族とも調整をとっていくこと，そのために支援関係者と連携
体制をとり，チームとして本人を支えていく体制をつくれることが重要である。 

説明についての理解は良好。しかし，長女にやってもらうのに手続きが必要なのか，と疑問
を述べられる。また，長女は仕事や家庭のことが忙しく，頼むのは悪いという気持ちや，長女
から「そろそろ施設に入ることを考えて」と言われた言葉に対して抵抗感を持っている。 
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